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富士市地域課題解決型ワークショップ運営業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 
この要領は、富士市地域課題解決型ワークショップ運営業務委託の受託者を特定する

に当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 
⑴ 業務名 富士市地域課題解決型ワークショップ運営業務委託 

⑵ 業務内容 仕様書に記載のとおり 

⑶ 履行期間 契約締結から令和９年２月２６日まで 

⑷ 支払限度額 １，９３０，０００円 

※消費税相当額を含む（消費税率に変更があった場合は別途協議する）。 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、事業の最大規模を示す金額と

なっていることに留意すること。 

 

３ 選定方法 
公募型プロポーザル方式 

 

４ 担当課（問合せ先） 
  郵便番号 ４１７－００５８ 静岡県富士市永田北町３－３  

富士市立中央図書館分館２階 

産業支援課 富士市地域産業支援センター（担当 渡邉） 

電話番号  ０５４５-５２－６７７７（直通） 

ＦＡＸ番号 ０５４５-５２－６７８８ 

メールアドレス sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp 

mailto:sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp
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５ 参加資格 
本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たすものとする。 

⑴ スタートアップ及び市内企業についての理解やワークショップ（交流会）開催のノウ

ハウを有し、かつ本業務の実施に当たり、その意図や目的を十分に理解した上で、実務

を担当する業務責任者及び業務担当者を定めて適切な人員配置の基で進めることができ

ること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）

に基づく破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者

であること。 

⑷ プレゼンテーション実施日までに、富士市競争入札参加資格者名簿（物品の買入れ等）

に登録されている者であり、かつ「富士市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」

又は「富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置を

受けていない者であること。  

⑸ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの

と認められる者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力

団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められる

者。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる

者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者。 

エ 役員等が直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認

められる者。 

オ 前各項目に規定するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有し

ていると認められる者。 
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６ 公募開始から契約締結までの日程 
本プロポーザルによる受託者特定までの日程は、次のとおりとする。なお、日程は都合

により変更する場合がある。 

No. 項目 実施日 備考 

１ 公告 令和８年５月１５日（金） 
富士市ウェブサイトへの

掲載 

２ 
参加表明に係る質問書

提出期限 
令和８年５月２２日（金） 電子メールのみ受付 

３ 
参加表明に係る質問回

答の公表 
令和８年５月２５日（月） 

富士市ウェブサイトへの

掲載 

４ 
参加表明書及び参加資

格確認書類提出期限 
令和８年５月２９日（金） 持参又は郵送による提出 

５ 参加資格確認結果通知 令和８年６月 １日（月） 電子メールによる通知 

６ 
企画提案書等に関する

質問書提出期限 
令和８年６月１６日（火） 電子メールのみ受付 

７ 
企画提案書等に関する

質問回答の公表 
令和８年６月１９日（金） 

富士市ウェブサイトへの

掲載 

８ 企画提案書等提出期限 令和８年６月２２日（月） 持参又は郵送による提出 

９ 
プロポーザル参加辞退

届の提出期限 
令和８年６月２２日（月） 持参又は郵送による提出 

10 
プレゼンテーション及

びヒアリング 
令和８年７月 ８日（水）  

11 
優先交渉権者の特定等

結果通知 
令和８年７月 ９日（木） 

電子メールによる通知及

び富士市ウェブサイトへ

の掲載 

12 契約 令和８年７月１７日（金）  

 

７ 参加表明に係る質問の受付及び回答 
本プロポーザル参加表明に係る質問及び回答については、下記のとおりとする。 

⑴  受付期間 令和８年５月１５日（金）から同年５月２２日（金）まで（最終日は、

午後３時までとする。） 

⑵ 受付方法 「参加表明に関する質問書」（様式－１）に記入の上、電子メールで送付す

ること。 

また、質問書を送信した場合は、事務局へ電話にてその旨連絡すること。 

なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

メールアドレス sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp 

電話番号 ０５４５-５２－６７７７（直通） 

⑶ 質問回答日 令和８年５月２５日（月） 

⑷ 回答方法 富士市ウェブサイトに掲載する。 

ＵＲＬ https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html 

⑸ その他 質問に対する回答内容は、本要領の追加又は修正として取り扱うものとする。

mailto:sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html
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８ 参加表明書等の提出 
⑴ 提出期間 令和８年５月１５日（金）から同年５月２９日（金）までの午前８時３

０分から午後５時１５分まで（最終日は、午後３時までとする。） 

⑵ 提出先 産業支援課 富士市地域産業支援センター（富士市立中央図書館分館２階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日及び土曜日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

  ※持参する場合は、日時を事前に電話にて予約してください。 

⑷ 提出書類 指定の様式による。 

No. 提出書類 様式 提出部数 

１ プロポーザル参加表明書 様式－２ １部 

２ 会社概要書 様式－３ １部 

３ 

法人等の過去５年間（令和３年度～令和７年度）

の主なスタートアップに関するイベントの開催

実績 

様式任意 １部 

４ 

配置予定責任者の過去５年間（令和３年度～令和

７年度）の主なスタートアップに関するイベント

の開催実績 

様式任意 １部 

５ 直近３年分の決算状況がわかる財務諸表等 様式任意 １部 
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９ 参加資格要件の審査結果通知 
プロポーザル参加表明書、会社概要書、法人等の過去５年間（令和３年度～令和７年

度）の主なワークショップ（交流会）運営実績表等で参加資格要件を満たすと認めた参

加表明者については、本プロポーザルの「参加資格者」である旨の結果を令和８年６月

１日（月）に参加表明者全員に電子メールで「プロポーザル参加資格確認結果通知書」

（様式－８）により通知する。 

なお、参加資格者として選定されなかった理由の説明を求める場合、「プロポーザル参

加資格確認結果通知書」を電子メールで送付した翌日から起算して５営業日以内に書面

（任意書式）にて行うものとし、請求に対する対応は、書面にて回答するものとする。 

 

１０ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出期間 令和８年６月２日（火）から同年６月２２日（月）までの午前８時３０

分から午後５時１５分まで（最終日は、午後３時までとする。） 

⑵ 提出先 産業支援課 富士市地域産業支援センター（富士市立中央図書館分館２階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日及び土曜日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

  ※持参する場合は日時を事前に電話にて予約してください。 

⑷ 提出書類    指定の様式による。（Ａ４版のファイルに綴った状態とする。） 

No. 提出書類 提出部数 様式 

１ 企画提案書 
６部 

（正本１部、副本５部） 

様式－４ 

Ａ４縦 

２ 業務実施体制 
６部 

（正本１部、副本５部） 

様式－５ 

Ａ４縦 

３ 見積書及び内訳書 
各６部 

（正本各１部、副本各５部） 

様式任意 

（消費税及び地方消

費税を含む。） 

⑸ 留意事項 

ア 企画提案書の提出後における書類の追加、修正及び再提出は原則認めない。 

イ 企画提案書の内容は、企画提案者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

  ウ 提出された企画提案書は、当該企画提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

  エ 書類の作成に用いる言語は日本語とし、企画提案書等の一部に日本語以外の言語

を使用する場合は、同一ページ内に注釈を付けること。 

  オ 評価委員が、特段の専門知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。

なお、やむを得ず専門用語を使用する場合については、一般用語を用いて脚注を 

付記するなど、評価委員が理解しやすいものとすること。 

  カ 文字の大きさは、原則として１１ポイント以上とすること。 

  キ 企画提案書については、下段余白中央にページ番号を付すこと。
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１１ 企画提案書等提出に関する質問の受付及び回答 
企画提案書及び仕様書等に関する質問は、提出書類の作成に係るものとし、審査（評価）

に係る質問は、受け付けないものとする。 

⑴ 受付期間 令和８年６月２日（火）から同年６月１６日（火）まで（最終日は、午後

３時までとする。） 

⑵ 受付方法 「企画提案書等提出に関する質問書」（様式－６）に記入の上、電子メール

で送付すること。 

また、質問書を送信した場合は、事務局へ電話にてその旨連絡すること。 

なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

メールアドレス sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp 

⑶ 質問回答日 令和８年６月１９日（金） 

⑷ 回答方法 富士市ウェブサイトに掲載する。 

ＵＲＬ https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html 

⑸ その他 質問に対する回答内容は、企画提案書等作成要領及び仕様書の追加又は修正

として取り扱うものとする。 

 

１２ プロポーザル参加辞退届の提出 
参加表明をした者が本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、下記のとおり「プロポ

ーザル参加辞退届」（様式－７）を持参又は郵送にて提出すること。 

⑴ 提出期限 令和８年６月２２日（月）午後３時 

⑵ 提出先 産業支援課 富士市地域産業支援センター（富士市立中央図書館分館２階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日及び土曜日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

 

１３ プレゼンテーション及びヒアリング 
⑴ 日時 令和８年７月８日（水） 詳細な時間は、別途通知する。 

⑵ 実施場所 富士市ＤＸ・テレワーク実践会議室（富士市立中央図書館分館１階） 

⑶ 出席者 出席者は、２人以内とする。 

⑷ 所要時間 企画提案者当たり４０分以内とする。 

（提案者からの説明２５分、質疑応答１５分） 

⑸ 実施の順番 企画提案書の原則受付順とする。 

⑹ その他 

 ア プレゼンテーション及びヒアリングの際、出席者は、名札を着用すること。 

イ  説明は提出資料のみを用い、追加資料の持込みは認めない。 

ウ プレゼンテーションに当たって機器（パソコン等）が必要な場合は、企画提案者で

用意すること。ただし、投影機器は、本市で用意する。 

エ 必要機器のセッティング及び片付けの時間は、提案者からの説明（２５分）に含め

るものとする。 

オ  プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開で実施する。 

カ 説明時間（２５分）等については、変更となる場合があり、その際は別途通知する。 

mailto:sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html
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１４ 評価項目及び評価基準 
参加表明書等及び企画提案書等に対する評価項目及び評価基準は、下記のとおりとす

る。 

⑴ 「参加表明書」及び「企画提案書」に対する評価項目及び評価基準（提出書類、プ

レゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

評価項目 評価基準 配点 

配
置
予
定
責
任
者
の
能

力
等 

業務実績・成績 

業務の安定性・

信頼性 

運用管理体制 

①業務責任者及び担当者のスター

トアップに関するイベント等の業

務実績・能力等 

５点 

信頼性 ②法人等の実績、企画内容 ５点 

業務遂行力 ③資料作成、説明、意欲 １０点 

実
施
方
針 

業務理解度 理解度 ④本業務の趣旨・目的等の理解度 ５点 

実施体制・手順 

実施体制 ⑤本業務に係る実施体制 ５点 

実施計画 
⑥本業務に必要となる全体計画・工

程 
１０点 

信頼性・柔軟性・ 

安全性 

⑦本業務に関する知識、有益な代替

案、重要事項の指摘の有無等 
１０点 

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
企
画
提
案 

地域課題解決型

ワークショップ

の集客及びワー

クショップの実

施 

企画能力 

⑧富士市の地域課題及び市内企業

の課題を理解した適切なワークシ

ョップ開催 

１０点 

⑨ワークショップ（交流会）の開催

内容 
１０点 

⑩市内企業の視察の企画及び運営 １０点 

発信能力 

⑪進捗状況報告及びワークショッ

プ終了後のアンケート方法 
１０点 

⑫周知に必要なｗｅｂ広告等の広

報物の作成 
５点 

見積金額 ⑬安価な金額提示 ５点 

 合計 １００点 



- 8 - 
 

⑵ 評価方法 プロポーザル参加者が提出した参加表明書等、企画提案書、プレゼンテ

ーションの提案内容及び見積金額の評価をそれぞれ点数化し評価を行う。 

 ア 提案評価点 

   企画提案書は別紙「富士市地域課題解決型ワークショップ運営業務委託に係る企

画提案書等作成要領」に基づき作成されているものとし、評価項目及び評価基準に

基づき４段階方式、評価基準ごとに５点もしくは１０点の配点による評価を行う。 

 

見積金額を除く項目の採点基準 

段階 提案の評価状態 配点 

Ａ 優れた提案 ５点（１０点） 

Ｂ 市が想定した水準にある提案 ３点（６点） 

Ｃ 低い水準の提案 １点（２点） 

Ｄ 評価基準に適していない。 ０点 

  

 イ 見積金額の評価 

   評価基準表中の見積金額欄は、最も安価な事業者の審査点を（５点）とし、他の

事業者の審査点は、以下の数式で算出された数値を審査点とする。 

 

［審査点］＝（最も安価な事業者の見積金額／当該事業者の見積金額）×５ 

  ※小数点以下の数値は最終計算結果で小数点以下第１位を四捨五入する。 

 

 ウ 評価点 

   ア、イの評価方法で算出した各審査点の合計を各選定委員の評価点とする。 

 

１５ 審査及び優先交渉権者の特定等 
⑴ 審査方法等 

ア 企画提案書の審査は、審査委員会で行う。 

イ 提出された企画提案書の内容、プレゼンテーション及びヒアリングにより、評価

委員が、本要領１４で定める「評価項目及び評価基準」に基づき得点を付け、評価

委員全員の合計点が最も高い企画提案者を優先交渉権者とし、２位の者を次点者と

して特定する。 

ウ 本要領５に定める「参加資格要件」及び本要領１０に定める内容を満たさない企

画提案書は失格とする。 

エ 同一点数が２者以上となった場合は、見積書の金額が最も低い企画提案者を上位

とし、次点者についても同様とする。 

オ 適切な提案がない場合（評価点が６０％未満）には、優先交渉権者として特定せ

ず、全者において適切な提案がない場合は、プロポーザルの手続きを中止すること

がある。
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⑵ 審査結果の公表 

ア 企画提案者には、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」（様式－９）を、

令和８年７月９日（木）に電子メールにて送付する。 

イ 審査結果については、優先交渉権者及び次点者を、令和８年７月９日（木）に富

士市ウェブサイトで公表する。 

ＵＲＬ https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html 

ウ 審査結果に関する異議申立ては一切受け付けない。 

エ 企画提案者は、審査の経緯及び結果の説明並びに自己の合計点及び順位の開示を

求めることができる。この場合、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を電

子メールで送付した翌日から起算して５営業日以内に書面（任意様式）にて請求す

るものとし、本市は書面にて回答する。なお、評価内容の開示は一切行わない。 

 

１６ 契約の締結 
⑴ 契約交渉 

 審査の結果、優先交渉権者を特定し、本業務の仕様の協議及び確認等の契約交渉を

行う。ただし、下記のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合に

は、次点者と契約交渉を行う。 

ア 優先交渉権者が審査後、本要領５に定める「参加資格要件」を満たすことができ

なくなったとき。 

イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき。 

ウ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき。 

エ その他の理由により優先交渉権者と本契約の締結が不可能となった場合 

⑵ 契約締結日 令和８年７月１７日（金）（予定） 

 

１７ 業務の範囲 
本業務の範囲は別紙「仕様書」を基本とするが、本市の判断により契約締結時におい

て、優先交渉権者が企画提案書により行った追加提案等の内容を追加又は変更できるこ

ととする。 

また、これにより支払限度額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行う

ことがある。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035070000/p007733.html
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１８ その他（留意事項） 
⑴ プロポーザル参加表明書及び企画提案書等が以下に該当する場合は、無効となる場

合がある。 

ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

イ 指定する様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑵ 失格となる企画提案者 

ア 提案内容が以下に該当する場合は、失格とする。 

① 本要領２⑷「支払限度額」の金額を超えた見積書を提出した場合 

② 本要領１３「プレゼンテーション及びヒアリング」で定めるプレゼンテーショ

ンに出席しない場合 

③ 企画提案書に虚偽の内容を記載した場合 

イ 企画提案者が以下に該当する場合は、失格とする場合がある。 

① 本要領に定める手続き以外の方法により、評価委員又は関係者に本プロポーザ

ルに対する援助を直接若しくは間接に求めた場合又は不正な行為をしたと認めら

れる場合 

② プレゼンテーション時の説明において、追加資料を提出した場合又は企画提案

書の記載内容以外を説明した場合 

③ その他審査委員会が不適格と認めた場合 

⑶ 提出書類の記載内容に関する責任は、企画提案者が負うものとする。 

⑷ 書類の作成、提出、プレゼンテーション、ヒアリング等に係る全ての費用は、参加

者の負担とする。 

⑸ 提出された書類の返却はしないものとし、また非公開とする。 

⑹ 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 
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１９ 様式一覧【別紙「様式集」参照】 

様式番号 様式名 
要領の 

該当箇所 
備考 

様式－１ 参加表明に関する質問書 要領７  

様式－２ プロポーザル参加表明書 要領８  

様式－３ 会社概要書 要領８  

任意様式 

法人等の過去５年間（令和３年度～令和７年

度）の主なスタートアップに関するイベント

の開催実績 

要領８  

任意様式 

配置予定責任者の過去５年間（令和３年度～

令和７年度）の主なスタートアップに関する

イベントの開催実績 

要領８  

任意様式 直近３年分の決算状況がわかる財務諸表等 要領８  

様式－４ 企画提案書 要領１０  

様式－５ 業務実施体制 要領１０  

任意様式 見積書及び内訳書 要領１０  

様式－６ 企画提案書等提出に関する質問書 要領１１  

様式－７ プロポーザル参加辞退届 要領１２  

様式－８ プロポーザル参加資格確認結果通知書 要領９  

様式－９ プロポーザル企画提案書等審査結果通知書 要領１５  

 


